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で
き
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場
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等
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当

該
所

有
者

に
つ

き
相

続
財

産
管

理
人

選
任

申
立

 

 
所

有
者

の
生

死
が

不
明

の
場

合
（

※
４

）
 

  
当

該
所

有
者

に
つ

き
不

在
者

財
産

管
理

人
選

任
申

立
 

 ※
１

：「
相

続
人

全
員

を
相

手
方

と
す

る
必

要
が

あ
る

の
か

」
と

い
う

問
題

が
あ

る
。

 
※

２
：「

当
初

か
ら

法
定

相
続

人
が

い
な

い
場

合
」

や
「

相
続

放
棄

等
の

後
発

的
な

事
情

に
よ

り
相

続
人

が
い

な
い

場
合

」
な

ど
が

想
定

さ
れ

る
。

 
※

３
：

相
続

放
棄

を
し

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
管

理
責

任
が

肯
定

さ
れ

る
場

合
が

あ
る

。
 

※
４

：
判

例
上

、
生

死
不

明
の

場
合

も
不

在
者

に
該

当
す

る
と

し
て

選
任

申
立

を
認

め
て

い
る

が
、

不
在

者
財

産
管

理
人

選
任

に
財

産
管

理
人

に
よ

る
調

査
に

よ
っ

て
本

人
が

死
亡

し
て

い
る

こ
と

が
明

ら
か

と
な

っ
た

場
合

、
相

続
人

調
査

を
し

た
上

で
相

続
財

産
管

理
人

選
任

申
立

に
至

る
と

い
う

迂
遠

な
手

続
き

と
な

る
可

能
性

が
あ

る
。

 


